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＜組合の要求主旨＞
内閣府の2014年１月の月例経済報告は、「景気は、緩やかに回復している」

とし、先行きについても「輸出が持ち直しに向かい、各種政策の効果が下支え

するなかで、家計所得や投資が増加し、景気の回復基調が続くことが期待され

る」としている。政府が景気について「回復している」としたのは2008年１月

以来６年ぶりのことである。

しかし、景気回復が企業だけのものであってはならない。景気回復を支えて

きたのは労働者である、この景気回復によって労働者が安心して働ける社会を

2014年度賃金引き上げ、夏季手当第１回団体交渉

満額獲得に向け交渉開始！

会社には要求に応える体力がある！
本部は２月19日、「2014年度賃金引き上げ、夏季手当および諸要求の申し

入れ」（申第27号）に基づく、第１回団体交渉を開催しました。

団体交渉で本部は要求趣旨について、「政府は景気は緩やかに回復して

いるとしているが、景気回復が企業だけのものであってはならない。景気回復

を支えてきたのは労働者である、この景気回復によって労働者が安心して働ける

社会を実現させなくてはならない。賃金の引き上げを行わない限り、日本の経済

はまたもや低迷することになる」「会社の業績は極めて好調である、これは

社員の努力あったからこそである。会社は、賃金引き上げと夏季手当の大幅増額、

および諸手当の改善を行い、この努力に応えるべきだ」と強く主張しました。

一方会社は、「当社における諸手当を含めた賃金水準は世間的に見ても

既に相当高いレベルに到達している」「月例賃金についてはベースアップ

等によりさらに改善を図らなければならない合理的、客観的理由は見出

しにくい」「夏期手当につきましても、第３四半期までの業績は堅調に推

移していますが、決して楽観できない・・慎重な判断が求められる」と

主張し、ＪＲ東海労の要求に難色を示しました。
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実現させなくてはならない。今後、労働者には消費税増税、社会保険料率引き

上げ等の負担がより強いられることになる。これによって労働者の生活は益々

厳しくなることは明白であり賃金の引き上げを行わない限り、この景気回復も

続かず日本の経済はまたもや低迷することになると考える。

ＪＲ東海の平成25年度第３四半期における連結決算は、純利益が前年同期比

で31.9％増となる2，410億円を計上し、過去最高の純利益を記録した。さらに

単体の運輸収入も前年同期比で103.7％と極めて好調に推移している。このよ

うに好調な業績を築き上げることができたのは、社員の安全・安定輸送に対す

る努力や休日出勤、災害時の対応等、会社施策に協力したからこそである。会

社は社員の努力に対して、賃金引き上げと夏季手当の大幅増額、および諸手当

の改善を行うことで、この努力にしっかりと応えるべきである。

高齢者の雇用問題について、会社は『専任社員の雇用に関する協約』を改訂

した。しかし、会社は「経過措置」を残し、さらには「専任Ⅴ」なる区分を新

設した。これは『改正・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律』の趣旨に反

するものであり、新たな差別の温床が生み出されている。ＪＲ東海労は今春闘

で、あらためて65歳定年制を求めると同時に、社員を選別・差別することなく、

希望者全員を65歳まで雇用することを要求する。

過去最高の業績を上げてきたのは社員一人ひとりの努力の結果である。会社

は社員の努力と今後への期待を含め、今こそ賃金の底上げと待遇改善を行うべ

きである。ＪＲ東海が日本企業の先頭となって、2014年度賃金引き上げ、労働

条件の改善を実現するよう申し入れるので、会社は今次団体交渉で誠意ある回

答を行うこと。

会社側の平成26年度新賃金交渉第１回発言要旨（現時点での見解）は、次ペ

ージを参照して下さい。

次回第２回団体交渉は、２月24日（月）15：30からです。

以 上
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